共同店舗運営契約書（複数ブランド併設型）

●●株式会社（以下「甲」という。）および●●株式会社（以下「乙」という。）は、共同で運営する店舗の管理および営業活動に関し、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（目的）
本契約は、甲および乙が共同で運営する複合型店舗（以下「本店舗」という。）の経営方針、役割分担、費用負担、権利義務関係その他必要事項を定め、円滑かつ公正な運営を図ることを目的とする。

（定義）
１　本契約において「共同運営」とは、甲乙が同一店舗において各自のブランドを展開しつつ、共用部分・人員・設備等を共同利用する形態をいう。
２　「ブランドエリア」とは、各当事者が独自に運営する販売・サービス提供エリアをいう。
３　「共用設備」とは、レジ、POSシステム、共用通路、倉庫、冷蔵・冷凍設備、空調、電気・水道設備等をいう。
４　「共通費」とは、家賃、光熱費、清掃費、消耗品費、広告宣伝費など、店舗全体に関わる経費をいう。

（運営体制）
１　本店舗の運営責任者は甲乙双方の合意により選任する。
２　運営責任者は、店舗全体の経営方針、営業時間、販促計画、共用ルール等を協議・決定する。
３　甲乙は、月1回以上の定例会議を設け、売上報告・課題共有・改善策の協議を行う。

（営業方針の決定）
１　本店舗の基本方針（営業時間・休業日・店舗デザイン・共同販促）は、双方の合意により決定する。
２　一方が独自に大規模な改装・販売キャンペーン・価格政策等を実施する場合は、事前に相手方の書面承諾を得るものとする。

（売上および経費の管理）
１　各当事者のブランドエリアにおける売上は、それぞれ独立して管理する。
２　共用設備を通じて得た収益（自動販売機、共用広告等）は、甲乙の協議により分配比率を定める。
３　共通費の負担割合は、床面積、利用時間、スタッフ数、または売上高等を基準として甲乙協議のうえ決定する。
４　共通費の精算は毎月末締め・翌月10日払いとし、双方で確認した上で支払いを行う。

（人員・雇用の取扱い）
１　甲乙は、各自が雇用する従業員の労務管理責任を負う。
２　共用業務（受付・清掃・警備等）を共同で行う場合は、雇用契約の主体を明確にし、雇用主以外の当事者に雇用責任が及ばないようにする。
３　人員を共有する場合は、勤務割、賃金負担、指揮命令系統を別途書面で定める。

（設備および什器の利用）
１　本店舗内の共用設備の所有権は、原則として設置した当事者に帰属する。
２　共用利用のために設置した設備・什器は、修繕・更新費用を甲乙協議により公平に負担する。
３　一方が設備を撤去または移転する場合は、相手方に事前に通知し、運営への影響を最小限に抑えるよう配慮する。

（知的財産権）
１　各ブランド名、ロゴ、商品デザイン、広告物等の知的財産権は、それぞれ当該当事者に帰属する。
２　共同で制作した広告・販促物に関する著作権・商標権の帰属は、甲乙協議のうえ別途定める。
３　相手方のブランド・商標・ロゴ等を無断で使用してはならない。

（秘密保持）
１　甲乙は、本店舗の運営に関連して知り得た相手方の営業情報・顧客情報・ノウハウ等を第三者に漏らしてはならない。
２　この義務は、本契約終了後も3年間有効とする。

（契約期間）
１　本契約の有効期間は、契約締結日から●年間とする。
２　期間満了の1か月前までに書面による終了の意思表示がない場合、同一条件でさらに1年間自動更新される。

（契約の解除）
１　当事者の一方が次の各号のいずれかに該当した場合、他方当事者は催告なく本契約を解除できる。
　(1) 本契約に違反し、相当期間を定めて是正を求めても改善しないとき
　(2) 支払停止または破産・民事再生等の申立てを受けたとき
　(3) 本店舗の運営を継続することが著しく困難と認められる事由が発生したとき
２　本契約解除によって損害が生じた場合、原因を生じさせた当事者は相手方に賠償する。

（原状回復）
本契約終了または解約時、甲乙は速やかに自己設置の設備・什器・在庫を撤去し、共用部分を原状に回復する。

（損害賠償）
甲乙の一方が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、直接かつ通常の損害を賠償するものとする。

（不可抗力）
地震、火災、天災、感染症、行政指導その他不可抗力により店舗運営が困難となった場合、当事者は相互に協議のうえ、費用・リスクの分担方法を定める。

（準拠法および合意管轄）
本契約に関して生じた紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（協議事項）
本契約に定めのない事項および疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決を図る。

本契約締結の証として、本書二通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
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